
平成４年度～平成 12 年度入学の卒業生に１級建築士受験資格の件についての重要な連絡 

 

 平成４年度から平成 12 年度に入学した方の学生便覧に卒業後の取得可能な資格として「卒業生

は、２年以上の建築に関する実務経験を有すれば、１級建築士の試験を受験できる」とありますが、

これは間違いで、平成４年度から平成 12 年度に入学の卒業生には受験資格はありません。  

 これは、平成４年度に学科名称が「土木環境工学科」に変更になったときに受験資格の申請をし

ておらず、また平成４年度以降のカリキュラムには、受験資格申請に必要な製図に関する科目がな

いので、現在申請しても認められないためです。 

 標記の入学年度の卒業生の皆様に対して、学科として心よりお詫び申し上げます。 
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